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確定拠出年金制度に 

おける「選択制」 
 

◆広がりを見せる「選択制」 
運用次第で将来の受給額が変わ

る「確定拠出年金制度」（日本版

401k）が導入されて約 10 年が経

ちましたが、導入企業の従業員の

うち、希望者だけが確定拠出型を

選択することのできる「選択制」

が広がってきているようです。 

◆「確定拠出年金制度」とは？ 
年金には、全国民共通の基礎年

金（１階部分）と会社員の厚生年

金など（２階部分）に加え、個人

や企業が任意に上乗せを行う部分

（３階部分）があります。 

そして、３階部分の運用方法に

は大きく分けて「確定給付型」と

「確定拠出型」とがあり、前者は

将来の給付額が確定しているもの

で、後者は掛金が確定しているも

のです。 

確定拠出年金制度は、毎月、掛

金を積み立てて、その資金を運用

しながら老後の備えをする制度で

あり、会社が掛金を負担する「企

業型」と個人が掛金を負担する「個

人型」とがあります。 

◆給与の減額部分を財源に 
確定拠出年金は、本来、企業が

掛金を拠出し、それを従業員本人

が運用しますが、資金に余裕のな

い企業にとっては導入が難しいも

のです。そこで、掛金を上積みす

るのではなく、給与から確定拠出

年金に拠出する金額を減額し、運

用を希望する従業員は拠出金額を

掛金として運用し、希望しない従

業員は従来通りの給与を受け取る

という方式が増えています。 

「給与が減っては意味がないの

では？」と思われるかもしれませ

んが、受け取る給与額は掛金を含

めると従来通りの金額となり、給

与が減るとその分の税金や社会保

険料の負担も減ります。また、掛

金は全額、所得控除の対象となる

ため、節税効果も生まれます。 

◆デメリットはあるか？ 
しかしながら、デメリットもあ

ります。給与を減額して掛金に移

す方式では、給与額で決定される

厚生年金保険料の等級が下がる可

能性があり、将来の年金受取額が

減るおそれがあります。 

総合的には利点が大きいケース

がほとんどですが、給与水準や年

齢などによって変わることもある

ため、個別に確認することが必要

です。 

 

 

「継続雇用制度導入」の

特例措置がまもなく終了 
 

◆特例措置は３月末まで 
現在、「高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律」により、65 歳

未満の定年を定めている事業主

は、「高年齢者雇用確保措置」（定

年の定めの廃止、定年年齢の引上

げ、継続雇用制度の導入のいずれ

か）を実施する必要があります。 

このうち、「継続雇用制度の導

入」については、希望者全員を対

象とするか、労使協定により対象

者の基準を定めなければなりませ

んが、現在は特例措置として、中

小企業（300 人以下）の場合は、

対象者の基準を就業規則で定める

ことが可能です。 

この措置は、今年３月 31 日で

終了します。中小企業では、対象

者に関する基準を就業規則で定め

ている場合、労使協定により基準

を定めた旨を就業規則に定め、労

働基準監督署への届出を行わなけ

ればなりません。 

◆関連する奨励金 
定年の引上げや定年の定めの廃

止等を実施した場合に支給される

助成金として、「中小企業定年引

上げ等奨励金」があります。 

この「中小企業定年引上げ等奨

励金」は、65 歳以上への定年の引

上げや定年の定めの廃止等の措置

を講じ、６か月以上経過している

中小企業事業主に対して、企業規

模に応じて一定額が支給されるも

のです。また、70 歳以上への定年

の引上げまたは定年の定めの廃止

等を実施した場合には、上乗せ支

給があります。 

支給額は、「65 歳以上への定年

の引上げ」の場合、企業規模１人

～９人で 40 万円、10 人～99 人で

60 万円、100 人～300 人で 80 万円

です。「70 歳以上への定年の引上

げまたは定年の定めの廃止」の場

合、上乗せ額を含むと、企業規模

１人～９人で 80 万円、10 人～99

人で 120 万円、100 人～300 人で

160 万円です。 

◆各種公的支援の活用 
この他、雇用保険から支給される

高年齢雇用継続基本給付金や、64

歳以上の従業員については、事業

所税の従業員割の対象外になるな

どの税制上の優遇措置などの公的

支援があります。これらを効果的

に活用し、高齢者が長く働ける企

業を目指してみてはいかがでしょ

うか。 

 

働の課題、（３）今後のパートタイ

ム労働対策について検討すること

を大きな目的としています。 

パート労働者のさらなる待遇改

善を図るため、より具体的には、

「通常の労働者との間の待遇の異

同」、「通常の労働者への転換の推

進」、「待遇に関する納得性の向

上」「パートタイム労働法の実効

性の確保」について、今後議論が

重ねられ、今後の法改正に向けて

議論が深められていくと思われま

す。 

企業にも大きな影響を与えかね

ないパート労働者の取扱いについ

て、今後の議論の行方を見守りた

いところです。 

 

 

学生が「行きたい会社」

と「行きたくない会社」 
 

◆１万人以上が回答 
株式会社毎日コミュニケーショ

ンズでは、2012 年卒業予定の学生

を対象に実施した「大学生就職意

識調査」の結果を発表しました。

この調査は 1979 年から毎年実施

されているものであり、今回は、

全国の大学生・大学院生 10,768

名が回答しています。 

この調査結果から、学生たちの

就職に関する考え方、行きたい会

社・行きたくない会社に関する本

音が垣間見えます。採用活動の際

の参考にしてみてはいかがでしょ

うか。 

◆学生たちの就職に対する考

え方は？ 

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

学生の就職観についての質問で

は、上位から、「楽しく働きたい」

（32.6％）、「個人の生活と仕事を

両立させたい」（21.2％）、「人のた

め に な る 仕 事 を し た い 」

（17.5％）、「自分の夢のために働

きたい」（11.0％）の順でした。 

逆に、「出世したい」（1.1％）、

「収入さえあればよい」（1.6％）、

「社会に貢献したい」（6.3％）な

どの回答は尐なくなっています。 

◆どんな会社に行きたいか？ 
行きたい会社の規模に関する質

問では、「大手企業志向」が

41.4％（前年比 5.6 ポイント減）、

「中堅・中小企業志向」が 53.4％

（同 5.8 ポイント増）となり、中

堅・中小企業への就職を希望する

人の割合が大幅に増えています。 

また、就職企業選択の際のポイ

ントに関する質問では、「自分の

やりたい仕事（職種）ができる会

社」（43.9％）、「安定している会

社」（22.6％）、「働きがいのある

会社」（22.0％）、「社風が良い会

社」（17.2％）、「これから伸びそ

うな会社」（12.1％）が上位を占め

ました。 

◆行きたくないのはどんな会

社？ 
逆に、行きたくない会社に関す

る質問では、「暗い雰囲気の会社」

（44.6％）、「ノルマのきつそうな

会社」（32.7％）、「仕事の内容が

面白くない会社」（22.4％）、「転

勤の多い会社」（19.7％）、「休

日・休暇がとれない（尐ない）会

社」（18.0％）の順に多くなってい

ます。 

 

パート労働の問題点と 

今後の改正について 
 

◆様々な問題点が 
パート労働については、不安定

な雇用、正社員との待遇（賃金・

労働条件）の格差、容易な労働条

件の引下げ、権利行使や団結権の

抑制などについて、多くの問題点

が指摘されています。 

それらの問題点を解消するた

め、パートタイム労働法（正式名

称は「短時間労働者の雇用管理の

改善等に関する法律」については、

平成 19 年に改正が行われ、平成

20 年４月１日から施行されてい

ます。 

◆前回の改正からまもなく３

年が経過 
上記の改正法の附則では「政府

は、この法律の施行後３年を経過

した場合において、この法律によ

る改正後の短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律の規定の

施行の状況を勘案し、必要がある

と認めるときは、当該規定につい

て検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとす

る」とされていました。  

そして先日、改正法の施行後３

年目を迎えていることから、今後

のパートタイム労働対策について

検討を行うための「今後のパート

タイム労働対策に関する研究会」

が厚生労働省内に立ち上げられま

した。 

◆今後の法改正に向けて 
この研究会は、（１）パートタイム

労働の実態、（２）パートタイム労

平成２３年３月号 

 


